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平成２４年７月１０日 

 

 

株式会社コジマ身長伸ばしセンターに対する景品表示法に基づく措置命令について 

 

消費者庁は、本日、株式会社コジマ身長伸ばしセンター（以下「コジマ身長伸ばし

センター」という。）に対し、景品表示法第６条の規定に基づき、措置命令（別添参照）

を行いました。 

コジマ身長伸ばしセンターが、自社ウェブサイトにおいて行った「身長伸ばし」及

び「美顔矯正術」と称する役務の表示について、景品表示法に違反する行為（表示を

裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当）が認められました。 

 

１ コジマ身長伸ばしセンターの概要 

所 在 地 東京都中央区銀座三丁目１１番１３号松本銀座ビル９階 

代 表 者 代表取締役 児島 正男 

設立年月 平成１４年１０月 

資 本 金 １０００万円（平成２４年５月現在） 

 

２ 措置命令の概要 

(1) 対象役務 

「身長伸ばし」及び「美顔矯正術」と称する役務 

 

(2) 対象表示（表示媒体は全て自社ウェブサイト） 

ア 「身長伸ばし」に係る表示 

(ｱ) 表示の概要 

a  表示期間 

遅くとも平成２０年３月頃以降 

b 表示内容 別紙１  

「コジマの身長伸ばし」 

「一人ひとりのお身体の状態に合わせた効果的な身長伸ばしを実現します。」 

「【鑑定資料１の１－１及び１－２では、下腿骨の長さの相違が確認できる】」 

等の表示 

(ｲ) 実際 

前記(ｱ)の表示について、当庁は、景品表示法第４条第２項の規定に基づき、コ

ジマ身長伸ばしセンターに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示
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の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。 

 

イ 「美顔矯正術」に係る表示 

(ｱ) 表示の概要 

a  表示期間 

遅くとも平成２０年３月頃以降 

b 表示内容 別紙２ 

「小顔総合センター」 

「銀座コジマオリジナルの高度な施術なので、元に戻る心配もありません。」 

「顔幅を狭くする高度な技」 

「【鑑定資料６の６－１及び６－２では、頭蓋骨の大きさの相違が確認できる】」 

等の表示 

(ｲ) 実際 

前記(ｱ)の表示について、当庁は、景品表示法第４条第２項の規定に基づき、コ

ジマ身長伸ばしセンターに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示

の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。 

 

(3) 命令の概要 

ア 前記(2)のア(ｱ)及びイ(ｱ)の表示は、対象役務の内容について、一般消費者に対し、

実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもので

ある旨を、一般消費者へ周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 

 

【本件に対する問合せ先】 

 消費者庁表示対策課 担当者：竹島、関口 

  電 話 ０３－３５０７－９２３９ 

ホームページ http://www.caa.go.jp/ 
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別紙１ 
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 （レントゲン写真を拡大したもの） 
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別紙２ 
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（レントゲン写真を拡大したもの） 
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不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

（目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘

引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行

為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的と

する。 

 

（不当な表示の禁止） 

第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該

当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよ

りも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商

品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す

表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害

するおそれがあると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若

しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相

手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、

一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に

誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的

かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

２ 内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項第一号に該当するか否かを判断するため必要

があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付け

となる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事

業者が当該資料を提出しないときは、第六条の規定の適用については、当該表示は同号に

該当する表示とみなす。 

 

（措置命令） 

第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に

違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再

び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必

要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に

おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

（参考１） 
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二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅し

たときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該

違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け

た事業者 

 

（報告の徴収及び立入検査等）  

第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、

当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しく

は財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員

に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所そ

の他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者

に質問させることができる。  

２～４ （省略） 

 

（権限の委任） 

第十二条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁

長官に委任する。 

２ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部

を公正取引委員会に委任することができる。  

３ 公正取引委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、そ

の結果について消費者庁長官に報告するものとする。 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による

権限の委任に関する政令 

（平成二十一年八月十四日政令第二百十八号） 

（消費者庁長官に委任されない権限）  

第一条 不当景品類及び不当表示防止法（以下「法」という。）第十二条第一項の政令で定

める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条、第四条第一項第三号並びに第五条第一

項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項の規定による権限と

する。 
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景品表示法による表示規制の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関する問い合わせ先 

消費者庁○○○○○課 ○○、○○ 

TEL : 03(3507)0000（直通） 

H P : http://www.caa.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考２） 

 

景
品
表
示
法 

第
４
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

○優良誤認表示（４条１項１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○有利誤認表示（４条１項２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあ

ると認められ内閣総理大臣が指定する表示（４条１項３号） 

不実証広告規制（４条２項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優

良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定

めて、事業者に当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めることができる。 

⇒事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付

けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示

は不当表示とみなされる。 

①商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示す表示 

 ①無果汁の清涼飲料水等についての表示 

 ②商品の原産国に関する不当な表示 

 ③消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

 ④不動産のおとり広告に関する表示 

 ⑤おとり広告に関する表示 

 ⑥有料老人ホームに関する不当な表示 

②商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違

して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

②商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものよりも

取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

①商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相

手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 
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消 表 対 第 ２ ８ ８ 号 
平成２４年７月１０日 

 
株式会社コジマ身長伸ばしセンター 

代表取締役 児 島  正 男 殿 
 

                消費者庁長官  福嶋 浩彦 
（公印省略） 

 
不当景品類及び不当表示防止法第６条に基づく措置命令 

 

貴社は、貴社が一般消費者に提供する「身長伸ばし」及び「美顔矯正術」と称する役務

（以下「本件役務」という。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３

７年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第４条第１項の規定により禁止されて

いる同項第１号に規定する不当な表示を行っていたので、同法第６条の規定に基づき、次

のとおり命令する。 

 

１ 命令の内容 
(1) 貴社は、貴社が一般消費者に提供する本件役務の内容に係る表示に関して、次に掲げ

る事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法につ

いては、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア 貴社は、「身長伸ばし」と称する役務について、遅くとも平成２０年３月頃以降、

貴社が運営するウェブサイトにおいて、別表１の「表示内容」欄記載のとおり、「コ

ジマの身長伸ばし」、「一人ひとりのお身体の状態に合わせた効果的な身長伸ばし

を実現します。」、「【鑑定資料１の１－１及び１－２では、下腿骨の長さの相違が確

認できる】」等と記載し、当該役務を受けることで骨を伸ばすことにより永続的な身

長延長効果が得られると認識される表示をしていること。 

イ 貴社は、「美顔矯正術」と称する役務について、遅くとも平成２０年３月頃以降、

貴社が運営するウェブサイトにおいて、別表２の「表示内容」欄記載のとおり、「小

顔総合センター」、「銀座コジマオリジナルの高度な施術なので、元に戻る心配も

ありません。」、「顔幅を狭くする高度な技」、「【鑑定資料６の６－１及び６－２では、

頭蓋骨の大きさの相違が確認できる】」等と記載し、当該役務を受けることで骨のず

れや歪みを矯正することにより顔の大きさを永続的に小さく維持できると認識され

る表示をしていること。 
ウ 前記ア及びイの表示は、本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のも

のよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであるこ

別添 
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と。 
(2) 貴社は、今後、本件役務又はこれらと同種の役務の取引に関し、前記(1)記載の表示

と同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及

び従業員に周知徹底しなければならない。 

(3) 貴社は、今後、本件役務又はこれらと同種の役務の取引に関し、前記(1)記載の表示

と同様の表示を行うことにより、当該役務の内容について、一般消費者に対し、実際の

ものよりも著しく優良であると示す表示をしてはならない。 

(4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいて採った措置につい

て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 
(1) 株式会社コジマ身長伸ばしセンター（以下「コジマ身長伸ばしセンター」という。）

は、東京都中央区銀座三丁目１１番１３号松本銀座ビル９階に本店を置いて、整体のた

めの施術所の経営等を営む事業者である。 

(2) コジマ身長伸ばしセンターは、「銀座本院」と称する同社の営業所において、「身長

伸ばし」と称し、骨を伸ばして身長を永続的に伸びた状態を保つことを標榜する役務及

び「美顔矯正術」と称し、頭蓋骨同士の隙間を小さくすることにより顔の大きさを永続

的に小さく維持できることを標榜する役務を提供している。 

(3) コジマ身長伸ばしセンターは、自社ウェブサイトにおける本件役務に関する表示内容

について、自ら決定している。 

(4)ア コジマ身長伸ばしセンターは、「身長伸ばし」と称する役務を一般消費者に提供す

るに当たり、自社ウェブサイトにおいて、遅くとも平成２０年３月頃以降、別表１の

「表示内容」欄記載のとおり、「コジマの身長伸ばし」、「一人ひとりのお身体の状

態に合わせた効果的な身長伸ばしを実現します。」、「【鑑定資料１の１－１及び１－２

では、下腿骨の長さの相違が確認できる】」等と記載し、当該役務を受けることで骨を

伸ばすことにより永続的な身長延長効果が得られると認識される表示をしている。 

イ コジマ身長伸ばしセンターは、「美顔矯正術」と称する役務を一般消費者に提供す

るに当たり、自社ウェブサイトにおいて、遅くとも平成２０年３月頃以降、別表２の

「表示内容」欄記載のとおり、「小顔総合センター」、「銀座コジマオリジナルの高

度な施術なので、元に戻る心配もありません。」、「顔幅を狭くする高度な技」、「【鑑定

資料６の６－１及び６－２では、頭蓋骨の大きさの相違が確認できる】」等と記載し、

当該役務を受けることで骨のずれや歪みを矯正することにより顔の大きさを永続的に

小さく維持できると認識される表示をしている。 

ウ 消費者庁長官は、前記ア及びイの表示について、景品表示法第４条第１項第１号に

該当する表示か否かを判断するため、同条第２項の規定に基づき、コジマ身長伸ばし

センターに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の



３ 

提出を求めたところ、コジマ身長伸ばしセンターは、期限内に表示に係る裏付けとす

る資料を提出したが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すもので

あるとは認められないものであった。  

   
３ 法令の適用 

前記事実によれば、コジマ身長伸ばしセンターが行った表示は、本件役務の内容につ

いて、景品表示法第４条第２項の規定により、同条第１項第１号に該当する、一般消費

者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、

一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示と

みなされるものであって、かかる行為は、同項の規定に違反するものである。 
 
４ 法律に基づく教示 
(1) 行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第５７条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第６条の規定に基づき、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、書面により消費者

庁長官に対し異議申立てをすることができる。 

(2) 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法の規定により、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、国（代表者法務

大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができる。 
（注１） この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であって

も、この処分の日から１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起す

ることができなくなる。 
（注２） 異議申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴えは、そ

の決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起するこ

とができる。ただし、その決定があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内であっても、その決定の日から１年を経過すると、この処分の取

消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別表１ 
対象役務 表示内容 

「身長伸ばし」 ・ 「コジマの身長伸ばし」 

・ 「一人ひとりのお身体の状態に合わせた効果的な身長伸ばしを実

現します。」 

・ 「【鑑定資料１の１－１及び１－２では、下腿骨の長さの相違が確

認できる】」 

・ 「【鑑定資料２の２－１及び２－２では、下腿骨の長さの相違が確

認できる】」 

・ 「【鑑定資料３の３－１及び３－２では、下腿骨の長さの相違が確

認できる】」 

・ 「【鑑定資料４の４－１及び４－２では、下腿骨の長さの相違が確

認できる】」 

・ 「【鑑定資料５の５－１及び５－２では、下腿骨の長さの相違が確

認できる】」 
 

別表２ 
対象役務 表示内容 

「美顔矯正術」 ・ 「小顔総合センター」 

・ 「銀座コジマオリジナルの高度な施術なので、元に戻る心配もあ

りません。」 

・ 「顔幅を狭くする高度な技」 

・ 「【鑑定資料６の６－１及び６－２では、頭蓋骨の大きさの相違が

確認できる】」 

・ 「【鑑定資料７の７－１及び７－２では、頭蓋骨の大きさの相違が

確認できる】」 

・ 「【鑑定資料８の８－１及び８－２では、頭蓋骨の大きさの相違が

確認できる】」 

・ 「【鑑定資料９の９－１及び９－２では、頭蓋骨の大きさの相違が

確認できる】」 

・ 「【鑑定資料１０の１０－１及び１０－２では、頭蓋骨の大きさの

相違が確認できる】」 
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